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示

青
森
県
告
示
第
百
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南

部
町
長
か
ら
南
部
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

三
戸
郡
南
部
町

大
字
苫
米
地
字
堤
添
九
の
二
、
一
三
の
二
、
七
七
、
七
八
の
一
、
七
九
、
八
○
の
一
か
ら
八
○
の

三
ま
で
、
八
一
、
八
二
の
一
、
八
二
の
二
、
八
三
の
一
か
ら
八
三
の
四
ま
で
、
八
四
の
一
、
八
四
の

二
、
八
五
、
八
六
の
一
か
ら
八
六
の
四
ま
で
、
八
七
の
一
、
八
七
の
二
、
八
八
の
一
、
八
八
の
三
、

八
八
の
四
、
八
九
、
九
○
の
一
か
ら
九
○
の
三
ま
で
、
九
一
の
一
、
九
一
の
二
、
九
二
の
一
、
九
二

の
二
、
九
三
の
一
、
九
三
の
二
、
九
四
の
一
、
九
四
の
二
、
九
五
か
ら
一
○
○
ま
で
、
字
北
沼
田
一

七
か
ら
二
三
ま
で
、
二
四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
、
二
六
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
の
一
部
、
二

八
か
ら
三
一
ま
で
、
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、
三
三
か
ら
三
六
ま
で
、
三
七
の
一
の
一
部
、
三
七
の

二
の
一
部
、
字
細
工
田
七
の
一
部
、
八
の
一
の
一
部
、
八
の
二
の
一
部
、
一
一
の
一
部
、
一
二
の
一

部
、
一
四
か
ら
一
七
ま
で
の
各
一
部
、
一
八
、
字
鮫
ノ
口
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
苫
米
地
字
五
反
田
に
編
入
す
る
。

大
字
苫
米
地
字
北
沼
田
二
七
の
二
の
一
部
、
三
七
の
一
の
一
部
、
三
七
の
二
の
一
部
、
字
上
前
田

一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
二
か
ら
四
ま
で
、
五
の
一
、
五
の
二
、
六
か
ら
一
一
ま
で
、
一
二
の
一
、

一
二
の
二
、
字
下
前
田
三
か
ら
一
一
ま
で
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
の
一
、
一
五
の
一
、
一

六
の
一
、
一
七
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
か
ら
二
二
ま
で
、
二
三
の
一
、
二
三
の
二
、
字
外

待
井
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
二
○
の
一
、
二
一
、
二
二
の
一
部
、
二
三
の
一
部
、
二
四
の
二
の
一

部
、
二
四
の
三
の
一
部
、
三
一
の
一
の
一
部
、
三
一
の
七
の
一
部
、
字
五
反
田
七
四
の
一
の
一
部
、

七
四
の
二
、
七
五
の
一
部
、
七
六
の
一
部
、
八
七
の
一
、
八
七
の
二
、
八
八
の
一
部
、
八
九
、
九
○

か
ら
九
二
ま
で
の
各
一
部
、
九
四
の
一
部
、
九
五
の
一
部
、
字
細
工
田
一
の
一
、
一
の
二
、
三
か
ら

六
ま
で
、
七
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一
五
の
一
部
、
字
鮫
ノ
口
一
の
一
、
一
の
二
、
二
、
三
、
四

か
ら
七
ま
で
の
各
一
部
、
字
待
井
八
の
一
の
一
部
、
八
の
二
、
九
か
ら
一
一
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
並
び
に
字
大
成
田
一
の
一
に
隣

接
す
る
字
釜
場
の
道
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
を
大
字
苫
米
地
字
大
成
田
に
編
入
す
る
。

大
字
苫
米
地
字
細
工
田
八
の
一
の
一
部
、
八
の
二
の
一
部
、
九
の
一
、
一
○
、
一
一
の
一
部
、
一

二
の
一
部
、
一
四
か
ら
一
七
ま
で
の
各
一
部
、
字
鮫
ノ
口
四
か
ら
七
ま
で
の
各
一
部
、
八
、
九
の
一

部
、
一
四
の
一
、
字
外
待
井
一
六
の
一
か
ら
一
六
の
四
ま
で
、
二
二
の
一
部
、
二
三
の
一
部
、
二
四

の
一
、
二
四
の
二
の
一
部
、
二
四
の
三
の
一
部
、
二
六
か
ら
三
○
ま
で
、
三
一
の
一
の
一
部
、
三
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成19年２月21日 水曜日 第2745号1

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

の
七
の
一
部
、
三
一
の
八
、
三
一
の
九
、
三
三
の
二
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
、
三
五
の
一
、
三
五

の
二
、
三
七
の
一
、
三
七
の
二
、
三
八
、
四
○
、
大
字
高
橋
字
木
ノ
下
六
の
一
、
七
の
一
、
一
一
の

一
、
一
一
の
三
か
ら
一
一
の
五
ま
で
、
一
四
の
五
か
ら
一
四
の
八
ま
で
、
一
六
の
一
、
一
七
の
一
、

一
七
の
二
、
一
八
、
一
九
、
二
○
の
一
、
二
○
の
二
、
二
三
、
三
二
、
三
四
、
三
五
の
一
、
三
五
の

二
、
三
六
の
一
か
ら
三
六
の
三
ま
で
、
三
七
、
三
九
の
一
、
四
○
か
ら
四
六
ま
で
、
四
七
の
一
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
苫
米
地
字
待
井
に
編

入
す
る
。

大
字
苫
米
地
字
大
成
田
一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
、
五
の
八
の
一
部
、
字
外
待
井
一
の
一
、

二
の
一
、
七
の
一
、
七
の
三
、
九
の
一
、
一
○
の
一
、
一
○
の
三
、
一
二
の
一
、
一
二
の
三
、
一
四

の
二
の
一
部
、
一
五
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有

地
の
一
部
を
大
字
苫
米
地
字
釜
場
に
編
入
す
る
。

大
字
苫
米
地
字
釜
場
一
九
の
一
、
一
九
の
二
の
一
部
及
び
字
外
待
井
一
三
の
二
、
一
四
の
一
、
一

四
の
二
、
一
五
の
一
、
一
七
の
一
に
隣
接
す
る
大
字
高
橋
字
木
ノ
下
の
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地

の
一
部
を
大
字
苫
米
地
字
外
待
井
に
編
入
す
る
。

大
字
高
橋
字
木
ノ
下
一
か
ら
三
ま
で
、
四
の
一
、
六
の
五
、
六
の
六
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、

五
○
、
五
一
の
一
、
五
二
か
ら
五
七
ま
で
、
字
小
明
戸
一
の
七
の
一
部
、
一
の
一
○
の
一
部
、
四
の

一
部
、
七
の
一
、
一
○
、
大
字
苫
米
地
字
釜
場
一
九
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部
を
大
字
高
橋
字
堰
添
に
編
入
す
る
。

大
字
高
橋
字
堰
添
一
三
の
一
の
一
部
、
一
三
の
二
の
一
部
、
二
○
か
ら
二
二
ま
で
の
各
一
部
、
二

三
、
二
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部
を
大
字
高
橋
字
小

明
戸
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

ケ
ア
ハ
ウ
ス

ハ
ル
ニ
レ

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
コ

ロ
ニ
ー
協
会

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
三

訪
問
介
護

サ
ポ
ー
ト
プ

ラ
ザ
な
で
し

こ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
六

��

･

�･

�

ア
サ
ヒ
電
器

株
式
会
社

青
森
市
中
央
一
丁

目
一
七
の
一
二

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー
陽
だ

ま
り
の
里

青
森
市
中
央
二
丁

目
三
の
一
一
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･
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
サ
ヒ
電
器
株
式

会
社

青
森
市
中
央
一
丁

目
一
七
の
一
二

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
陽
だ
ま
り
の

里

青
森
市
中
央
二
丁

目
三
の
一
一

平
成

��･
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公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

高
橋
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

二
億
六
百
十
万
六
千
四
百
八
十
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

八
戸
市
豊
洲
三
の
一
九

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
六
階
Ａ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
九
年
三
月
七
日

午
前
十
時
十
五
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他
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指

定

介

護

予

防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
宝

森

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
二

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

ケ
ア
ハ
ウ
ス

ハ
ル
ニ
レ

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
コ

ロ
ニ
ー
協
会

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

サ
ポ
ー
ト
プ

ラ
ザ
な
で
し

こ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
六

��

･

�･

�

ア
サ
ヒ
電
器

株
式
会
社

青
森
市
中
央
一
丁

目
一
七
の
一
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー
陽
だ

ま
り
の
里

青
森
市
中
央
二
丁

目
三
の
一
一

��

･

�･

�

所

在

地

地

目

地

積

八
戸
市
豊
洲
三
の
一
九

雑
種
地

一
一
、
四
五
〇
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

廃
棄
物
処
理
施
設
用
地

３

平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
八
戸
市
豊
洲
三
の
一
九
に
お
い
て
現
場
説

明
を
行
う
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

場
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例

(

昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
県
史
跡
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃

甲
地

昇

佐
伯

義
明

二
ッ
森

圭

山
田

保
美

古
屋
敷
征
一

甲
地

俊
隆

向
井

義
雄

吹
越

三
男

沼
辺

隆

甲
地

昇

佐
伯

義
明

上
北
郡
東
北
町
字
滝
沢
平
七
の
四
一

〃

〃

〃

一
六
六
の
二

〃

七
戸
町
字
二
ッ
森
家
ノ
下
九
一
の
二

〃

東
北
町
字
保
戸
沢
家
ノ
前
三
五
の
一

〃

七
戸
町
字
榎
林
古
屋
敷
九
の
二

〃

東
北
町
字
乙
越
二
一
の
一

〃

〃

字
外
蛯
沢
前
平
一
三

〃

〃

字
往
来
ノ
下
五
一
の
九

〃

〃

字
後
久
保
二
四
四
の
一

〃

〃

字
滝
沢
平
七
の
四
一

〃

〃

〃

一
六
六
の
二

平
成

��

･

�･
��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

古
屋
敷
征
一

二
ッ
森

圭

山
本

藤
義

木
村

重
成

沼
山

實

山
田

保
美

蛯
沢

幸
三

岡
山

粕
男

甲
地

俊
隆

吹
越

三
男

沼
辺

隆

鶴
ヶ
崎

昴

〃

七
戸
町
字
榎
林
古
屋
敷
九
の
二

〃

〃

字
二
ッ
森
家
ノ
下
九
一
の
二

〃

東
北
町
字
堤
尻
四
〇

〃

七
戸
町
字
柴
舘
道
ノ
下
八
の
一
五

〃

東
北
町
字
蓼
内
久
保
一
六
の
一
二

〃

〃

字
保
戸
沢
家
ノ
前
三
五
の
一

〃

〃

字
内
蛯
沢
向
五
二

〃

〃

字
和
山
平
三
の
二
〇

〃

〃

字
乙
越
二
一
の
一

〃

〃

字
往
来
ノ
下
五
一
の
九

〃

〃

字
後
久
保
二
四
四
の
一

〃

〃

字
鶴
ヶ
崎
二
一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

種

別

名

称

員
数

所

在

地

所
有
者

指
定
告
示
年
月
日

及

び

告

示

番

号

県
史
跡

津
軽
信
政

の
墓

二
基

弘
前
市
大
字
高

岡
字
獅
子
沢
一

二
八
番
地
九
二

津
軽

晋

昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二

号


